
こども家庭センターとは？
児童福祉法の改正により、茂原市では令和

６年４月に設置しました。全ての妊産婦や
子育て世帯、こどもを対象に「児童福祉」
と「母子保健」の各部門が情報共有をしな
がら、妊娠期から子育て期まで、一体的な
相談や支援を切れ目なく行います。
また、相談者の皆さんの意見や希望を確認

し、さまざまな機関の制度や支援とつなげ
ることができるよう、保健師・相談員など
の専門職が相談に応じます。
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妊娠期から子育て期にわたる
総合相談窓口です！

こどもの権利宣言

SNS・ウェブページはこちら

保健センターInstagram

茂原市公式LINE

こども家庭センターウェブページ

茂原市

茂原市のイベント情報や
災害時の緊急情報など

保健センター事業のお知
らせや健康コラム

こども家庭センターの
ご利用について
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茂原市は「こどもの権利」を守ります

１命を守られ
成長できること

２こどもにとって
最もよいこと

３意見を表明し
参加できること

４差別のないこと

こどもの命を
守るために力
を尽くします

こどもが意見を
表したり、活動
できるように支
援します

こどもにとって一番
良いことは何かを考
えます

すべてのこどもを平等に
守り、また、守られるよ
う支援します



・初めての妊娠で不安
・思いがけず、妊娠した
かも…
・赤ちゃんを迎える準備
何をしたらいいの？

・出産のイメージが
わかない…
・産前産後に手伝って
くれる人がいない
・出産後の経済面が
心配

・夜泣きで眠れず
毎日ヘトヘト…
・離乳食の進め方が
分からない
・母乳やミルクは足
りてるかな？

・こどもの成長や
発達が心配
・子育てがつらい、
イライラする

・学校生活の様子
が心配…
・親子関係で悩んで
いる

・だれも育児を手伝
ってくれない
・引っ越してきたばか
りで孤独
・近所から怒鳴り声や
泣き声が聞こえて心配

妊 娠 期 出 産

乳 児 期 幼 児 期

就学～18歳 その他

子育てに関する悩み事、
ご相談ください！

〒297-8511 茂原市道表１番地
開所時間 ： 平日午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝日と年末年始を除く）

＊こどもの性格・生活習慣・しつけに関する相談
＊こどもの発達の相談
＊こどもや家庭の問題（児童虐待・ヤングケアラー・DV等）
＊幼児健診に関すること
＊子育て支援サービスに関する相談
＊子育て・ことばの発達に関する相談

〒297-0029 茂原市高師3001番地
開所時間 ： 平日午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝日と年末年始を除く）

＊母子健康手帳交付について
＊就学前のお子さんの身体計測 事前予約が必要です

＊各種相談（保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士）
＊６か月児乳児相談に関すること

妊娠・出産・子育て期に関すること全般の相談

一人ひとり違う悩みに寄り添い、あなたの子育てをサポートします

こども家庭センター

茂原市役所８階 子育て支援課内

茂原市保健センター内

計測コーナー 授乳スペース キッズスペース

キッズスペース

TEL : 0475-20-1573
Mail : kosodate@city.mobara.chiba.jp

TEL : 0475-25-1725
Mail : hoken@city.mobara.chiba.jp


